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使用済自動車の不法投棄、不適正保管等に関する調査について 

 
平成 16年 11月 9日 

環境省廃棄物・リサイクル対策部 
リサイクル推進室 

 
１．調査内容 

 全国の都道府県及び保健所設置市に対して、本年 9 月時点の管内における使
用済自動車の不法投棄、不適正保管（野積み等）の台数を調査した。また、

そのうち案件１箇所あたり 100 台以上の大規模案件については、撤去・改善
指導の状況やその見通し等を調査した。 

 台数については、表－１に示すように廃棄物処理法違反の状態にあるものと、
そのおそれがあるものに区分し、それぞれについて、保管状態に問題がある

ものと、処分状態に問題があるものに区分し調査した。また、これらの台数

について離島分を区分し調査した。 
 

表－１ 不適正保管、不法投棄等の調査区分 

 

不適正保管 事業場などに違法に保管されている使用済自動車

（野積み等の保管基準違反） 

廃棄物処理法 

違反 

不法投棄等 不法投棄など違法に処分されている使用済自動車

不適正保管 有価物として事業場などに保管されている使用済

自動車で、自動車リサイクル法施行後は、使用済

自動車は有価無価を問わず廃棄物とみなされるた

め、違法状態となるおそれのあるもの 

廃棄物処理法 

違反のおそれ 

放棄車両等 路上放棄車両等の不法投棄のおそれがある使用

済自動車 
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２．調査結果 
（１）不適正保管、不法投棄等の使用済自動車台数 

 本調査により把握した全国の不適正保管、不法投棄等の台数を表－２に示す
（都道府県・保健所設置市の内訳は「別紙１」参照）。 

 
表－２ 不適正保管、不法投棄等の使用済自動車台数（平成 16 年 9 月） 

（単位：台） 

廃棄物処理法違反 廃棄物処理法違反のおそれ  

 不適正保管 不法投棄等  不適正保管 放棄車両等

全国 32,711 27,252 5,459 185,648 168,608 17,040 

うち離島分 5,027 4,860 167 11,680 8,643 3,037 

 
 

 同様の調査により、平成 15年 3月時点の状況を把握しており、その結果を参
考として表に示す。 

 各都道府県・保健所設置市における把握状況に差があるため、今回の調査と
の単純な比較はできないが、廃棄物処理法違反の状態にある使用済自動車台

数は、全国で約 16.9万台から約 3.3万台（うち離島については約 2.1万台か
ら約 5 千台）へと大幅に減少し、一方で同法違反のおそれのある使用済自動
車台数はやや増加しているものの、全体としては改善が進んでいるものと見

込まれる。 
 

（参考） 不適正保管、不法投棄等の使用済自動車台数（平成 15 年 3 月） 

（単位：台） 

廃棄物処理法違反  

 不適正保管 不法投棄等

廃棄物処理法違反の 

おそれ 

全国 168,806 122,779 46,027 

うち離島分 20,603 7,113 13,490 

約 17 万台 

 
 
（２）大規模案件に係る対応状況 
 ① 件数・台数 

 100 台以上の大規模案件の件数は、表－３に示すとおり（都道府県・保健所
設置市の内訳は「別紙２」参照）。 

 不適正保管（野積み等）が大半であり、現状では廃棄物処理法の違反状態で
はないがそのおそれがあるものが大きな割合を占めている。 
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表－３ 大規模案件の件数及び台数（平成 16 年 9 月） 

 

廃棄物処理法違反 同法違反のおそれ 合計  

件数 台数 件数 台数 件数 台数 

全国 68 17,569 382 114,340 450 131,909 

うち離島分 3 970 27 9,268 30 10,238 

 
② 行政の対応状況 

 大部分が不適正保管であり行為者が判明している案件が多い。行為者が判明
している案件については、基本的には年内に撤去・改善が行われるよう行為

者に対する指導がなされている。 
 行政の指導に応じて撤去・改善が進められている案件が多く、より厳しい対
応として一部の案件では行為者に対する改善命令や措置命令がすでに実施さ

れ、あるいは予定されているが、全般には撤去・改善が進んでおり現時点で

行政代執行まで行うことを具体的に予定している案件はない。 
 
③ 今後の見通し 

 今後の撤去・改善の見通しについて整理すると表－４に示すとおり（都道府
県・保健所設置市の内訳は「別紙２」参照）。 

 全般に撤去・改善が進捗している状況が伺われ、年内に撤去・改善が見込ま
れる案件が全体の半数（台数ベースでは 53％）を占め、離島では 7割を超え
る改善（台数ベースでは 79％）が見込まれるなど、自動車リサイクル法施行
前に相当程度の状況の改善が見込まれる。 

 年内の撤去・改善が困難な案件についても、改善見込みのある案件が多いが、
一部に原因者が特定できていない等の理由から、撤去・改善の見通しの立っ

ていない案件もあり、一層の対応が必要な状況にある。 
 

 表－４ 大規模案件の撤去・改善の見通し（平成 16 年 9 月） 

               

件数（件） 台数（台）  

 うち離島分  うち離島分 

全体 450 30 131,909 10,238 

年内に撤去・改善の見込み 225（50％） 22（73％） 69,565（53％） 8,088（79％）

年内の撤去・改善は困難・不明 225（50％） 8（27％） 62,344（47％） 2,150（21％）
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３．対策 
 廃棄物処理法違反、又は違反のおそれのある使用済自動車については、 
＊ 自動車リサイクル法施行後は、すべての使用済自動車は有価無価を問わず

廃棄物とみなされ、廃棄物処理法による規制が行われること 
＊ 解体業等の許可申請者において、違法状態（又はそのおそれ）がありその

解消見通しが明らかでない場合には、許可を与えないこと 
等を踏まえて、自動車リサイクル法の施行前（年内）に撤去・改善の措置が

講じられるよう、都道府県・保健所設置市における取組を引き続き徹底する

必要がある。 
 

 違法状態の解消は、原因者の責任において行われるべきものであるため、地
方公共団体において、原因者による使用済自動車の撤去等の措置が講じられ

るよう指導を徹底するとともに、生活環境保全上の支障が懸念される場合に

は、廃棄物処理法に基づく措置命令、行政代執行も視野に入れた対応を行う

必要がある。 
※ 地方公共団体が行政代執行により使用済自動車の撤去等を行う場合については、自動車

リサイクル法に基づき、指定再資源化機関である（財）自動車リサイクル促進センターが、

リサイクル料金の剰余金を活用して資金出えん等の協力を行える仕組みがあり、同センタ

ーにより当該撤去等に要する費用の 8 割を上限として資金出えん等を行う事業が平成 17

年度中にも開始される予定。 

※ 市町村による路上放棄車の処理に対して、従来から行われてきた路上放棄車協力会によ

る支援は、自動車リサイクル法施行後も継続される予定。 

 

 なお、自動車リサイクル法の施行後は、 
＊ リサイクル料金の預託制度等により使用済自動車が有価で取引されるこ

とが期待されるため、不適正な処理が起こりにくいと考えられること 
＊ 電子マニフェスト制度により、使用済自動車が一台ずつ一貫して管理され

ること 
＊ 自動車重量税の還付制度が新たに設けられること 
等により、使用済自動車の不法投棄や違法な保管が抑制されるものと見込ま

れる。 
 

 今回の調査結果を踏まえて、都道府県・保健所設置市とも十分な連携を図り
つつ、引き続き着実に改善が図られるよう対応してまいりたい。 

 



別紙１
不適正保管・不法投棄等の使用済自動車台数調査（平成16年9月）

廃棄物処理法違反の状態にある台数1) 廃棄物処理法違反のおそれの状態にある台数6)
不適正保管2)

うち離島
分4)

うち離島
分5)

うち離島
分9）

うち離島
分10）

北海道 1,498 1,387 0 111 11 51,284 49,736 0 1,548 0
旭川市 0 0 - 0 - 1,646 1,630 - 16 -
札幌市 275 275 - 0 - 0 0 - 0 -
函館市 0 0 - 0 - 2,732 2,732 - 0 -
小樽市 32 0 - 32 - 68 66 - 2 -
青森県 1,580 1,580 - 0 - 3,828 3,828 - 0 -
岩手県 485 373 - 112 - 17,075 16,832 - 243 -
宮城県 382 280 0 102 0 8,301 7,622 0 679 6
仙台市 190 190 - 0 - 157 157 - 0 -
秋田県 0 0 - 0 - 2,950 2,698 - 252 -
秋田市 20 20 - 0 - 11 0 - 11 -
山形県 2,547 2,487 0 60 0 270 270 0 0 0
福島県 650 450 - 200 - 3,640 3,440 - 200 -
郡山市 0 0 - 0 - 2,190 2,190 - 0 -
いわき市 未報告 - - - - 未報告 - - - -
茨城県 2,601 2,275 - 326 - 13,787 13,783 - 4 -
栃木県 0 0 - 0 - 1,809 1,650 - 159 -
宇都宮市 1,600 1,600 - 0 - 0 0 - 0 -
群馬県 95 92 - 3 - 2,480 2,406 - 74 -
埼玉県 353 195 - 158 - 2,657 2,515 - 142 -
さいたま市 0 0 - 0 - 0 0 - 0 -
川越市 0 0 - 0 - 74 30 - 44 -
千葉県 775 696 - 79 - 5,979 5,620 - 359 -
千葉市 210 210 - 0 - 60 0 - 60 -
船橋市 0 0 - 0 - 0 0 - 0 -
東京都 25 0 0 25 3 79 0 0 79 10
神奈川県 158 50 - 108 - 263 187 - 76 -
横浜市 0 0 - 0 - 451 0 - 451 -
川崎市 0 0 - 0 - 46 0 - 46 -
横須賀市 0 0 - 0 - 38 0 - 38 -
相模原市 0 0 - 0 - 0 0 - 0 -
新潟県 340 340 0 0 0 1,421 1,421 21 0 0
新潟市 0 0 - 0 - 50 50 - 0 -
富山県 0 0 - 0 - 976 781 - 195 -
富山市 0 0 - 0 - 19 0 - 19 -
石川県 101 5 0 96 0 1,573 898 0 675 0
金沢市 0 0 - 0 - 65 0 - 65 -
福井県 115 94 - 21 - 264 208 - 56 -
山梨県 43 14 - 29 - 162 93 - 69 -
長野県 869 790 - 79 - 4,540 4,540 - 0 -
長野市 0 0 - 0 - 680 680 - 0 -
岐阜県 220 13 - 207 - 282 216 - 66 -
岐阜市 0 0 - 0 - 486 441 - 45 -
静岡県 920 825 0 95 0 1,138 1,029 0 109 0
静岡市 15 0 - 15 - 30 30 - 0 -
浜松市 0 0 - 0 - 110 110 - 0 -
愛知県 0 0 0 0 0 405 405 0 0 0
名古屋市 0 0 - 0 - 925 60 - 865 -
豊橋市 70 70 - 0 - 140 140 - 0 -
豊田市 70 50 - 20 - 69 0 - 69 -
岡崎市 0 0 - 0 - 84 0 - 84 -
三重県 101 70 0 31 20 4,205 4,085 0 120 0

不法投棄等3) 不適正保管7) 放棄車両等8)



廃棄物処理法違反の状態にある台数1) 廃棄物処理法違反のおそれの状態にある台数6)
不適正保管2)

うち離島
分4)

うち離島
分5)

うち離島
分9）

うち離島
分10）

滋賀県 19 0 - 19 - 257 187 - 70 -
京都府 0 0 - 0 - 1,775 1,775 - 0 -
京都市 0 0 - 0 - 0 - 0 -
大阪府 0 0 - 0 - 160 160 - 0 -
大阪市 0 0 - 0 - 202 0 - 202 -
堺市 0 0 - 0 - 0 0 - 0 -

東大阪市 79 0 - 79 - 0 0 - 0 -
高槻市 3 0 - 3 - 7 0 - 7 -
兵庫県 135 6 0 129 0 743 592 0 151 0
神戸市 84 0 - 84 - 202 0 - 202 -
姫路市 0 0 - 0 - 66 50 - 16 -
尼崎市 0 0 - 0 - 47 0 - 47 -
西宮市 58 0 - 58 - 0 0 - 0 -
奈良県 0 0 - 0 - 350 350 - 0 -
奈良市 24 0 - 24 - 46 0 - 46 -
和歌山県 0 0 - 0 - 1,060 260 - 800 -
和歌山市 0 0 - 0 - 54 35 - 19 -
鳥取県 0 0 - 0 - 0 0 - 0 -
島根県 36 0 0 36 3 1,102 1,041 45 61 15
岡山県 297 248 0 49 0 602 468 0 134 0
岡山市 0 0 0 0 0 270 270 0 0 0
倉敷市 0 0 0 0 0 700 700 0 0 0
広島県 96 90 0 6 0 478 469 29 9 0
広島市 0 0 - 0 - 168 90 - 78 -
呉市 10 0 0 10 0 30 0 0 30 0
福山市 130 50 0 80 0 270 0 0 270 270
山口県 243 5 0 238 33 427 153 0 274 13
下関市 72 0 0 72 0 480 480 0 0 0
徳島県 0 0 0 0 0 2,016 1,788 0 228 0
香川県 490 349 0 141 12 1,004 831 0 173 11
高松市 0 0 0 0 0 1,088 947 0 141 0
愛媛県 763 229 0 534 5 3,892 3,662 0 230 23
松山市 70 70 0 0 0 26 0 0 26 0
高知県 1,039 446 0 593 0 1,792 1,511 0 281 0
高知市 27 0 - 27 - 124 124 - 0 -
福岡県 310 110 0 200 0 1,215 1,215 0 0 0
福岡市 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0
北九州市 813 613 0 200 0 300 300 0 0 0
大牟田市 20 0 - 20 - 5 0 - 5 -
佐賀県 348 12 0 336 10 427 404 0 23 0
長崎県 1,486 1,221 860 265 70 2,831 1,964 1,524 867 777
長崎市 0 0 - 0 - 498 483 - 15 -
佐世保市 1,000 1,000 - 0 - 650 650 - 0 -
熊本県 418 256 0 162 0 1,987 1,736 0 251 0
熊本市 0 0 - 0 - 0 0 - 0 -
大分県 209 152 0 57 0 633 524 0 109 0
大分市 27 0 - 27 - 160 148 - 12 -
宮崎県 187 86 0 101 0 287 207 0 80 0
宮崎市 0 0 - 0 - 437 430 0 7 0
鹿児島県 0 0 0 0 0 15,079 11,907 7,006 3,172 608
鹿児島市 202 202 - 0 - 90 50 - 40 -
沖縄県 7,676 7,676 4,000 0 0 2,062 18 18 2,044 1,304
合計 32,711 27,252 4,860 5,459 167 185,648 168,608 8,643 17,040 3,037
（％） 100% 83% 15% 17% 1% 100% 91% 5% 9% 2%

注１：１）＝２）＋３）であり、４）は２）の内数、５）は３）の内数。
　　　 ６）＝７）＋８）であり、９）は７）の内数、１０）は８）の内数。

不法投棄等3) 不適正保管7) 放棄車両等8)



別紙２

大規模案件（不適正保管・不法投棄等の使用済自動車100台以上の案件）の件数・台数及び撤去・改善の見通し（平成16年9月）

大規模案件の件数（件） 大規模案件に係る使用済自動車の台数（台）
廃棄物処
理法違反

同法違反
のおそれ

年内撤去
改善見込

年内撤去
改善困難

廃棄物処
理法違反

同法違反
のおそれ

年内撤去
改善見込

年内撤去
改善困難

北海道 98 10 88 51 47 43,194 1,814 41,380 23,985 19,209
旭川市 8 0 8 7 1 1,432 0 1,432 1,332 100
札幌市 1 1 0 0 1 215 215 0 0 215
函館市 7 0 7 7 0 2,480 0 2,480 2,480 0
小樽市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青森県 22 6 16 6 16 3,850 1,100 2,750 1,200 2,650
岩手県 24 0 24 15 9 8,620 0 8,620 3,260 5,360
宮城県 15 1 14 5 10 4,900 150 4,750 3,500 1,400
仙台市 2 1 1 1 1 240 100 140 140 100
秋田県 6 0 6 6 0 1,750 0 1,750 1,750 0
秋田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山形県 7 7 0 5 2 2,450 2,450 0 1,650 800
福島県 19 5 14 5 14 4,290 650 3,640 1,050 3,240
郡山市 5 0 5 4 1 850 0 850 700 150
いわき市 未報告 － － － － 未報告 － － － －
茨城県 40 8 32 5 35 8,300 1,250 7,050 580 7,720
栃木県 6 0 6 2 4 920 0 920 320 600
宇都宮市 2 2 0 0 2 1,600 1,600 0 0 1,600
群馬県 6 0 6 6 0 960 0 960 960 0
埼玉県 5 0 5 0 5 600 0 600 0 600
さいたま市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川越市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
千葉県 17 1 16 1 16 3,970 200 3,770 2,000 1,970
千葉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東京都 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神奈川県 1 0 1 1 0 100 0 100 100 0
横浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横須賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
相模原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟県 7 1 6 4 3 1,650 200 1,450 1,050 600
新潟市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井県 2 1 1 0 2 400 300 100 0 400
山梨県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長野県 10 3 7 0 10 5,010 600 4,410 0 5,010
長野市 4 0 4 3 1 450 0 450 330 120
岐阜県 1 1 0 0 1 200 200 0 0 200
岐阜市 2 0 2 2 0 280 0 280 280 0
静岡県 7 2 5 1 6 1,300 600 700 200 1,100
静岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浜松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛知県 1 0 1 1 0 160 0 160 160 0
名古屋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三重県 12 0 12 4 8 3,500 0 3,500 1,100 2,400



大規模案件の件数（件） 大規模案件に係る使用済自動車の台数（台）
廃棄物処
理法違反

同法違反
のおそれ

年内撤去
改善見込

年内撤去
改善困難

廃棄物処
理法違反

同法違反
のおそれ

年内撤去
改善見込

年内撤去
改善困難

滋賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京都府 6 0 6 6 0 1,385 0 1,385 1,385 0
京都市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
堺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東大阪市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高槻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兵庫県 2 0 2 0 2 230 0 230 0 230
神戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姫路市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奈良県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奈良市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和歌山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島根県 3 0 3 2 1 445 0 445 345 100
岡山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山市 1 0 1 1 0 200 0 200 200 0
倉敷市 3 0 3 3 0 700 0 700 700 0
広島県 1 0 1 1 0 310 0 310 310 0
広島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
呉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福山市 1 1 0 0 1 270 270 0 0 270
山口県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下関市 2 0 2 2 0 400 0 400 400 0
徳島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香川県 3 0 3 0 3 300 0 300 0 300
高松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛県 13 0 13 11 2 2,350 0 2,350 1,750 600
松山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高知県 1 0 1 1 0 100 0 100 100 0
高知市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡県 7 2 5 7 0 890 310 580 890 0
福岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北九州市 3 2 1 0 3 550 450 100 0 550
大牟田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎県 7 4 3 5 2 1,350 900 450 650 700
長崎市 1 0 1 1 0 150 0 150 150 0
佐世保市 3 1 2 0 3 1,600 1,000 600 0 1,600
熊本県 1 1 0 0 1 250 250 0 0 250
熊本市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大分県 3 0 3 0 3 470 0 470 0 470
大分市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮崎県 1 0 1 0 1 100 0 100 0 100
宮崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿児島県 41 0 41 33 8 8,878 0 8,878 7,248 1,630
鹿児島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沖縄県 10 7 3 10 0 7,310 2,960 4,350 7,310 0
合計 450 68 382 225 225 131,909 17,569 114,340 69,565 62,344



離島における大規模案件（不適正保管・不法投棄等の使用済自動車100台以上の案件）の件数・台数及び撤去・改善の見通し（平成16年9月）

大規模案件の件数（件） 大規模案件に係る使用済自動車の台数（台）
廃棄物処
理法違反

同法違反
のおそれ

年内撤去
改善見込

年内撤去
改善困難

廃棄物処
理法違反

同法違反
のおそれ

年内撤去
改善見込

年内撤去
改善困難

福山市 1 1 0 0 1 270 270 0 0 270
長崎県 5 2 3 3 2 1,150 700 450 450 700
鹿児島県 22 0 22 17 5 4,618 0 4,618 3,438 1,180
沖縄県 2 0 2 2 0 4,200 0 4,200 4,200 0
合計 30 3 27 22 8 10,238 970 9,268 8,088 2,150




